
北上市公告式規則の一部を改正する規則 

 

北上市公告式規則（平成３年北上市規則第１号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（告示） 

第２条 ［略］ 

２ ［略］ 

（告示） 

第２条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 前２項の規定にかかわらず、公示の方法について法令又は

条例に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


